
 

 

 

令和４年４月に福祉総合課の「福祉の総合相談窓口」に配置した住まいの相談員に

ついて、令和７年４月に１名増員し、住まいと生活支援の一体的な相談支援体制の更

なる強化を図っている。 

 

１ 相談件数（令和４～６年度実績） 

 

 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

相談受付件数 
（相談延べ件数） 

134 
(353) 

136 
(365) 

163 
(466) 

内

訳 

障害者世帯 
高齢者単身世帯 
高齢者のみの世帯 
ひとり親世帯 
子育て世帯 
低所得者世帯 
外国人世帯 
その他世帯 

18 
75 
19 
3 
0 
5 
0 
14 

14 
79 
16 
1 
3 
8 
1 
14 

16 
96 
21 
6 
5 
12 
0 
7 

 

 

２ 住まいに困窮する理由（令和４～６年度実績）（新規相談時） 
 

内 容 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

退去に関すること 66 68 83 

家族関係 13 16 29 

高額家賃 25 21 21 

その他 30 31 30 

 

 

３ 事例（立ち退きによる住宅確保の支援を行った事例） 
 

時期 令和６年 

支援対象者の 

状況 
７０代後半、高齢単身世帯。 

相談者 本人 

相談に至った 

経緯 

〇目黒区には５０年近く居住し、相談時の住まいには２５年ほど居住していた。 

〇収入は年金のみ（約１５．５万円/月）。 

〇老朽化に伴う取り壊しにより、令和６年５月頃に、同年１０月末までに立ち退

くよう大家から言われており、管理会社から何件か物件を紹介されていたもの

の、納得がいく物件が無く断っていた。 

〇上記を経て、退去期限が差し迫った状況で窓口に相談に来られた。 

対応・支援の 〇退去期限まで時間が無いため、大家に期限を延ばしてもらえないか交渉するよ

〇 住まいの相談支援の実績・現況 

参考資料７ 



 

経過、内容 

 

う本人に助言し、結果的に２か月退去期限を延長してもらえることになった。 

〇居住年数が長いため、沢山の家財道具を抱えていたが、取り壊しによる立ち退

きであるため、家財道具をそのまま置いて退去しても良いとのことになった。 

〇高齢者の転居支援の実績がある事業者を本人に数社紹介するとともに、区でも

数社に物件の紹介の依頼をして住まい探しの支援をした。 

担当者所感 

・課題 

〇今回のケースでは、大家から立ち退き料に関する提示が無かったとのことであ

ったが、聞いてみるよう本人に助言したところ、結果として立ち退き料を出し

てもらえることになった。住まいの相談に来られる方は十分な預貯金を所持し

ていない方が多いため、転居費用の工面に苦慮するパターンが多い。よって、

特に大家都合による立ち退きの場合、大家に立ち退き料を出してもらえるのか

どうかが極めて重要となる。 

〇特に高齢者の住まいの相談において、長年同じ住宅に居住していることなどに

より、区内の賃貸住宅の家賃相場等を把握していないことが多く、区内の住宅

市場とかけ離れた条件を希望される方が多い。また、長年の居住により、非常

に多くの家財道具を抱えている傾向にある。 



 

 


